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・P216 第 14章 損害保険と税金 第 2節 雑損控除と災害減免法 1. 雑損控除 

（1）雑損控除の対象となる資産 

（誤）① 所有者が納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族（総所得金額等 

48万円以下）が所有する資産 

（正）① 所有者が納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族（総所得金額等 

58万円以下）が所有する資産 

 

・P217 第 14章 損害保険と税金 第 2節 雑損控除と災害減免法 2. 災害減免法 上から 3行目 

（誤）（総所得金額等が 48万円以下） 

（正）（総所得金額等が 58万円以下） 

 

 

 

 

2025年 7 月（4254）                                                         ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 


